
区域計画 

 
１ 国家戦略特別区域の名称 

「関西圏 国家戦略特別区域」 

 
２ 法第２条第２項に規定する特定事業の名称及び内容 
（１）名称：保険外併用療養に関する特例 関連事業 

内容：保険外併用療養に関する特例 
（国家戦略特別区域法第 26 条に規定する政令等規制事業） 
以下に掲げる医療機関が、米国、英国、フランス、ドイツ、カナダ又はオース

トラリアにおいて承認を受けている医薬品等であって、日本においては未承認又

は適応外のものすべてを対象として、保険外併用療養に関する特例を活用し、ス

ピーディーに先進医療を提供できるようにする。 

 
① 大阪大学医学部附属病院（大阪府吹田市） 
（例）卵巣癌治療薬など 

 
② 独立行政法人国立循環器病研究センター（大阪府吹田市） 
（例）皮下植込み型除細動器、手術支援ロボット「da Vinci」による心臓手術など 

    
③ 京都大学医学部附属病院（京都市左京区） 
（例）咽喉頭癌に対する経口的ロボット支援手術法など 

 
（２）名称：国家戦略特別区域高度医療提供事業 

内容：病床規制に係る医療法の特例 
（国家戦略特別区域法第 14 条に規定する国家戦略特別区域高度医療提供事業） 
公益財団法人先端医療振興財団が、世界初の iPS 細胞を用いた臨床研究である

網膜再生治療をはじめ、遺伝性網膜疾患への遺伝子治療や口腔粘膜を活用した角

膜再生など、最先端の医療技術の実用化促進等を図るため、「（仮称）神戸アイセ

ンター（神戸市中央区）」内に眼科病院（新規病床 30 床）を開設する。【平成 27
年中に着工し、平成 29 年度当初の開業を目指す】 

 
３ 区域計画の実施が国家戦略特別区域に及ぼす経済的社会的効果 

区域計画の実施により、健康・医療分野における国際的イノベーション拠点の形成を通

じ、再生医療を始めとする先端的な医薬品・医療機器等の研究開発・事業化の推進が図ら

れ、関西圏における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動拠点の形成に相当程度

寄与する。 
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